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１  開 催 日 時 及 び 場 所  

日 時 ： 令 和 ７ 年 １ １ 月 ２ ８ 日 （ 金 ）  

１ ５ 時 ０ ０ 分 か ら １ ６ 時 ０ ０ 分 ま で  

 場 所 ： 流 山 市 役 所  ケ ア セ ン タ ー  ４ 階  第３研修室  

 

２  出 席 し た 委 員 及 び 職 員  

（ １ ） 審 査 会 委 員  定 数  ５ 名  出 席 者  ４ 名  

横 内  憲 久  会 長  

大 宮  喜 文  委 員  

日 髙  正 人  委 員  

石 野  升 吾  委 員  

 

（ ２ ） 職 員  

   建 築 住 宅 課 長  柿 原  誠  

建 築 住 宅 課 長 補 佐  小 松 崎  靖  

建 築 住 宅 課 企 画 ・ 住 宅 室 長  岡 田  達  

建 築 住 宅 課 指 導 係 長  笠 原  ひ と み  

建 築 住 宅 課 職 員  増 田  友 里 花  

建 築 住 宅 課 職 員  小 山 田  瑞 希  

 

３  議 事  

審 議 議 案 に つ い て   同 意 案 件 １ 件  

  第 １ 号  建 築 基 準 法 第 ４ ３ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ る 許 可

に つ い て （ 同 意 ）  

      敷 地 の 所 在 地 ： 駒 木  

      建 築 物 の 用 途 ： 一 戸 建 て の 住 宅  

   

４  傍 聴 者  

第 １ 号 議 案  ０ 名  

 

５  議 事 の 概 要  

（ １ ） 開 会  事 務 局  

委 員 ４ 名 出 席 に よ り 、 委 員 の 過 半 が 出 席 し て い る こ と か  
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ら 、 会 議 が 成 立 し て い る 事 及 び 公 開 審 査 で あ る 事 を 報 告 。  

 

（ ２ ） 議 事  

審 議 議 案 に つ い て  同 意 案 件  １ 件  

議 事 に 先 立 ち 、 議 事 録 署 名 人 と し て 横 内 会 長 に よ り 、 石  

野 委 員 が 指 名 さ れ た 。  

 

（ ア ） 第 １ 号 議 案 説 明  

事 務 局  

建 築 基 準 法 第 ４ ３ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ る 許 可 に

つ い て 説 明 。  

 

（ イ ） 質 疑 応 答  

石 野 委 員  

協 定 書 の 第 ６ に あ る 「 敷 地 後 退 時 に 敷 地 後 退 部 分 に つ  

い て 、 公 衆 用 道 路 と す る 地 目 変 更 の 手 続 き を す る 」 と あ  

る が 、 今 回 の 案 件 で は 既 に 地 目 変 更 を し て い る の か 。 そ  

れ と も 今 回 の 建 替 え 終 了 後 に 地 目 変 更 を す る の か 。  

 

事 務 局  

ま だ 変 更 さ れ て い な い た め 、 今 回 工 事 が 完 了 し た ら 地  

目 変 更 を す る よ う に 指 導 を し て い き ま す 。  

 

石 野 委 員  

今 回 の 工 事 が 完 了 し た ら 、 分 筆 を し 、 地 目 変 更 を す る  

と い う こ と だ が 、 今 回 よ り 以 前 に ８ 件 分 が 終 わ っ て い る  

た め 、 残 り ７ 件 分 が 終 了 し た ら 、 協 定 通 路 は 、 す べ て ４  

メ ー ト ル の 幅 員 で 、 地 目 は 公 衆 用 の 道 路 に な る と い う こ  

と で よ ろ し い か 。  

 

事 務 局  

協 定 通 路 の 幅 員 と し て は ４ メ ー ト ル の 形 態 に な り ま す  

が 、 実 際 に 分 筆 お よ び 地 目 変 更 ま で さ れ て い な い 部 分 も  
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あ り ま す 。  

そ の た め 、 そ の 部 分 に つ い て は 協 定 書 の 内 容 に 適 合 す る  

よ う に 指 導 し て い き ま す 。  

 

大 宮 委 員  

資 料 で は 、 柏 市 と の 市 境 が 不 明 で あ る が 、 ど の 辺 り に  

な る か 。  

 

事 務 局  

（ 都 市 計 画 図 に よ り 説 明 し な が ら ） 資 料 ２ に お け る ２ 項  

道 路 と 協 定 通 路 の 境 付 近 が 市 境 と な り ま す 。  

 

大 宮 委 員  

今 回 の 協 定 通 路 部 分 は 、 路 線 延 長 の よ う な 形 で 柏 市 の  

道 路 に 接 続 を す る が 、 流 山 市 の 建 築 審 査 会 の み の 審 議 で  

よ い の か 。 柏 市 の 了 承 は 不 要 な の か 。  

 

事 務 局  

建 築 基 準 法 に お け る 行 政 境 の 建 築 物 の 許 可 に つ い て は 、 

敷 地 が 過 半 の 行 政 庁 が 審 査 を し ま す 。 今 回 の 敷 地 は 、 す  

べ て 流 山 市 内 に あ る た め 、 処 分 行 政 庁 は 流 山 市 と な る こ  

と か ら 、 流 山 市 の 建 築 審 査 会 で 審 議 を す る こ と に な り ま  

す 。  

 

横 内 会 長  

今 回 の 申 請 敷 地 は 、 市 街 化 調 整 区 域 に 属 す る が 、 建 築  

物 の 立 地 要 件 は 整 理 さ れ て い る の か 。  

 

事 務 局  

市 街 化 調 整 区 域 内 で 区 画 形 質 の 変 更 を 伴 わ な い 建 築 を  

す る 場 合 、都 市 計 画 法 第 ４ ３ 条 の 許 可 が 必 要 と な り ま す 。 

担 当 部 署 に て 現 在 審 査 を し て い る 状 況 で す 。 許 可 基 準 で  

あ る 、 線 引 き （ 昭 和 ４ ５ 年 ） 以 前 か ら 宅 地 で あ る こ と や  
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市 街 化 区 域 か ら １ ． １ キ ロ メ ー ト ル の 範 囲 内 に あ る こ と  

等 の 条 件 を 満 た し て い る と い う こ と を 確 認 し て い ま す 。  

 

横 内 会 長  

協 定 通 路 の 幅 員 が す べ て ４ メ ー ト ル に な っ た ら 建 築 基  

準 法 上 の 道 路 に な る の か 。  

 

事 務 局  

幅 員 が ４ メ ー ト ル に な っ て も 、 建 築 基 準 法 第 ４ ２ 条 第  

２ 項 道 路 の 要 件 や 建 築 基 準 法 第 ４ ２ 条 第 １ 項 第 ５ 号 道 路  

の 要 件 （ 隅 切 り や 転 回 広 場 ） を 満 た し て い な い た め 、 建  

築 基 準 法 上 の 道 路 に は な り ま せ ん 。  

 

日 髙 委 員  

地 目 を 公 衆 用 道 路 に し て も な ら な い の か 。  

 

事 務 局  

地 目 が 公 衆 用 道 路 に な っ て も 、 建 築 基 準 法 上 は 道 路 と  

は な り ま せ ん 。  

ま た 、 幅 員 ４ メ ー ト ル の 場 合 、 建 築 基 準 法 第 ４ ２ 条 第  

１ 項 第 ５ 号 道 路 と な る た め に は 、 終 端 及 び ３ ５ メ ー ト ル  

ご と に 転 回 広 場 を 設 け な く て は な り ま せ ん 。  

今 回 の 場 合 で は 、 協 定 通 路 部 分 だ け で 判 断 す る の で は  

な く 、 路 線 と し て 接 続 道 路 の 建 築 基 準 法 第 ４ ２ 条 第 ２ 項  

道 路 を 含 め て 判 断 す る た め 、 当 該 ２ 項 道 路 の 部 分 と 協 定  

通 路 部 分 及 び 終 端 に も 転 回 広 場 が 必 要 に な っ て き ま す 。  

そ の た め 、 現 実 的 に 将 来 的 に も 建 築 基 準 法 上 の 道 路 に な  

る の は 厳 し い 場 所 で す 。  

 

日 髙 委 員  

協 定 通 路 部 分 は 共 有 で 所 有 を し て い る の か 。  

 

事 務 局  
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協 定 者 の 方 々 が 共 有 で 所 有 を し て い ま す 。  

 

横 内 会 長  

協 定 通 路 部 分 の 固 定 資 産 税 は ど の よ う に な る の か 。  

 

事 務 局  

建 築 基 準 法 上 の 道 路 に な っ て い な く て も 、 現 況 が 公 衆  

用 道 路 に な っ て い れ ば 、 税 部 門 に 申 請 を す る こ と で 税 金

は 宅 地 扱 い で は な く 公 衆 用 道 路 と し て 非 課 税 に な り ま

す 。  

ま た 、 地 目 変 更 ま で は 求 め て い ま せ ん 。  

 

横 内 会 長  

第 １ 号 議 案 「 建 築 基 準 法 第 ４ ３ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 の 規 定  

に よ る 許 可 に つ い て 」は 同 意 す る こ と と し て よ ろ し い か 。 

 

＜ 異 議 な し の 声 ＞  

 

横 内 会 長  

以 上 の こ と か ら 異 議 な し に よ り 、同 意 す る こ と と す る 。 

 

（ ３ ） 閉 会  

 


